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お客様登録申込書
パソコンで弊社ホームページにアクセスできない方で、更新パスワード発行と同時にお客様登録を申し込む場合は、必要事項をご記入のうえ、本書と「SD
更新版 更新パスワード代理発行申込書」の２枚を同時に FAX で送信してください。

裏面の『「楽ナビ Lite」サービス基本約款』をよくお読みのうえ、以下に　（チェック）を入れてから必要事項をご記入ください。
「楽ナビ Lite」サービス基本約款（裏面に記載）に同意し、お客様登録を希望します

▼ お客様の情報をご記入ください（必須）

フリガナ 性　別 男性　・　女性

氏　名 生年月日 西暦　　　　年　　月　　日

住　所

〒　　　－
　　　　　　　都 道
　　　　　　　府 県

電話番号 2、E- メールアドレスのご記入は任意です。

電話番号１ （電話番号２）

（E メールアドレス）

▼ ご使用中のナビゲーション本体の機種名・製造番号をご記入ください。（必須）

機種名は、保証書またはナビゲーション本体の前面または底面に印刷されています。 
製造番号は、保証書またはナビゲーション本体の底面に印刷されています。

機種名 製造番号

▼ 今後新製品やバージョンアップなどのご案内を差し上げてもよろしいですか？（任意）

今後、バージョンアップなどのご案内がパイオニアからある場合、希望する情報に （チェック）を入れてください。 
ご案内は、上記に記入された E メールアドレス宛に配信されます。〔 pioneer.co.jp 〕からのメール受信が可能な設定にしていただきますようお願いし
ます。

• 新製品などに関するご案内　　  希望する　　  希望しない
• アンケートへのご協力　　　　  協力する　　  協力しない

※ FAX 送信前に （チェック）漏れ、記入漏れが無いかご確認のうえ、送信してください。

FAX 申込用紙
FAX 送信先： 更新パスワード代理発行窓口　FAX： 0120 － 977 － 516
	 営業時間：	 月～金曜9:30～ 17:00／土曜9:30～ 12:00、13:00～ 17:00（日曜・祝日・弊社休業日は除く）

SD 更新版　更新パスワード代理発行申込書（FAX 申込専用）
申込書に必要事項をご記入のうえ、『更新パスワード代理発行窓口』まで FAX にてお送りください。更新パスワードを FAX または郵送でお知らせします。

バージョンアップ手順書 3 ページに記載の『ソフトウェア使用許諾契約』をよくお読みのうえ、以下に　（チェック）を入れてから必要事項をご記入
ください。同意いただけない場合は更新パスワードの発行はできません。

 ソフトウェア使用許諾契約に同意し、更新パスワード代理発行を申込みます

▼ 更新パスワード発行に必要な情報をご記入ください。（必須）

メディアナンバー
メディアナンバーカードに印字されています。写し間違いにご注意ください。

デバイスナンバー
デバイスナンバーの確認方法については、別添の『バージョンアップ手順書』をご覧ください。
アルファベットの "D" と数字の "0"、アルファベットの "B" と数字の "8" など識別しやすい文字でご記入ください。

【お客様登録がお済みでない方】
 「お客様登録」を同時に希望する

↑ お客様登録がお済みでない方（ニックネームまたはお客様番号をお持ちでない方）は 上記に （チェック）を入れ、お客様登録申込書に必要事
項をご記入のうえ、本申込書と「お客様登録申込書」の 2 枚を同時に FAX で送信してください。

【お客様登録がお済みの方】
お客様確認のため、下記①または②のいずれかにご記入ください。
①ニックネームを取得済の方のご記入欄：

パイオニアのホームページで取得されたニックネームをご記入ください。

ニックネーム
※ニックネームは、バージョンアップを行うナビゲーション本体のお客様登録時のものをご記入ください。
※英字は大文字と小文字が区別されています。識別しやすい文字でご記入ください。

②ニックネームを取得されていない方、または、ニックネームをお忘れの方のご記入欄：
お客様番号と、ご本人確認のための情報をご記入ください。

お客様番号
（バージョンアップのご案内メール内に記載の“PC”+ 数字 10 桁 の番号） P C

生年月日 （西暦）                       年                 月               日 性別 男性    ・    女性
電話番号 ご自宅・携帯電話・勤務先

（いずれかを○で選択）
※登録済の電話番号をご記入ください。

E メールアドレス
 「楽ナビ Lite」サービス基本約款（裏面に記載）に同意し、ニックネーム発行を希望します

	↑チェックを入れると後日パイオニアからニックネームとログインパスワードを郵送します。
				お手元に届いたニックネーム、ログインパスワードは今後のサービスを利用する際必要となりますので、大切に保管してください。

▼ 連絡先をご記入ください。（必須）

記入内容に関する確認をさせていただく場合がございます。日中に連絡が取りやすい連絡先を記入してください。
フリガナ

電話番号
ご自宅・携帯電話・勤務先（いずれかを○で選択）

氏　名
※フリガナは必ずご記入ください

▼ 更新パスワード送付先をご記入ください。（必須）

更新パスワードの送付方法を選択し、いずれかに （チェック）を入れてご記入ください。

選
択

  FAX での送付を希望 FAX 番号                 

  郵送での送付を希望（お客様登録先のご住所へ郵送します）

▼ 今後新製品やバージョンアップなどのご案内を差し上げてもよろしいですか？（任意）

ご案内は、お客様登録時に登録された E メールアドレス宛に配信されます。〔 pioneer.co.jp 〕からのメール受信が可能な設定にしていただきますようお願いします。
• 新製品などに関するご案内　　  希望する　　  希望しない
• アンケートへのご協力　　　　  協力する　　  協力しない

お客様にご記入いただきました個人情報は、下記の目的のために利用させていただきます。
◆	更新パスワード発行に関する業務　◆商品創りのための統計的分析（個人を識別・特定できない形態に加工した統計データとして使用）
◆ご登録いただいた商品の安全に関する重要なお知らせのご連絡　◆関連新製品、バージョンアップなどに関するご案内（ご案内の送付に同意いただいた方のみ）
　なお、お客様から収集する個人情報は弊社が定める「個人情報保護方針」に則って厳重に管理いたします。
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更新パスワード代理発行窓口での「お客様登録」をご希望の際は、下記の内容をよくお読みになり、
同意のうえでお申し込みください。

「楽ナビ Lite」サービス基本約款
第１章　総　則

第１条（本サービス）
１． 「本サービス」とは、通信事業者が提供するデータ通信回線を介して、パイオ

ニア株式会社製カーナビゲーション「楽ナビ Lite」において各種コンテンツを
閲覧し、あるいは楽ナビ Lite に各種コンテンツをダウンロードし、これを利用
することができる、楽ナビ Lite のユーザー専用サービスをいいます。但し、楽
ナビ Lite の機種によっては、本サービスを利用できない場合があります。※１

２． 本サービスを利用するためには、楽ナビ Lite の他に、Bluetooth 機能を内蔵
した携帯電話機または楽ナビ Lite 専用のデータ通信モジュール（以下「デー
タ通信モジュール」といいます）が必要となります。但し、携帯電話機の機
種によっては、本サービスを利用できない場合がありますので、ご注意願い
ます。※２

※１： 本サービスをご利用いただける楽ナビ Lite の機種は、パイオニア株式会社
のホームページ（ＵＲＬ：http://pioneer.jp/carrozzeria/rakunavi-lite/）
に記載しております。

※２： 楽ナビ Lite に接続し、本サービスをご利用いただける Bluetooth 機能を内
蔵した携帯電話機及びデータ通信モジュールの機種につきましては、パイ
オニア株式会社のホームページ（ＵＲＬ：http://pioneer.jp/carrozzeria/
rakunavi-lite/）に記載しております。

第２条（本約款の適用）
１. 本約款は、パイオニア販売株式会社（以下「当社」といいます）が管理・運

営する本サービスの利用規定について定めたもので、本サービスの加入者（以
下「加入者」といいます）に適用されます。

２． 本サービスには、当社が提供するサービス、及び当社以外の第三者が当社を
通じて提供するサービスがあり、また、有料で提供されるサービスを含みま
すが、本約款は、その全てのサービスに対して適用されます。

３． 本サービスのうち、『スマートループ』に関する利用規定については、付則と
して本約款の末尾に記載しております。『スマートループ』を利用する加入者
には、本約款に加え、付則の定めが適用されます。『スマートループ』の利用
登録を希望する楽ナビ Lite ユーザーは、付則の内容も必ず確認してください。

第２章　利用条件
第３条（本サービスの追加・変更等）

本サービスの内容は、加入者の承諾なしに追加・変更される場合があり
ます。また、当社は、提供するコンテンツが収集できない等、本サービ
スの提供に支障をきたす事由が生じた場合その提供を中止することがで
きるものとします。

第４条（携帯電話機等の用意）
１． 加入者は、Bluetooth 機能を内蔵した携帯電話機またはデータ通信モジュー

ルを、自己の責任と費用において用意するとともに、データ通信回線の利用
料その他通信事業者に対する料金を支払うものとします。

２． Bluetooth 機能を内蔵した携帯電話機またはデータ通信モジュールを使用し
て本サービスを利用できる区域は、日本国内における通信事業者のデータ通
信回線のサービスエリアとします。但し、そのサービスエリア内であっても、
トンネル、地下・立体駐車場、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにく
いところでは、本サービスを一時的に利用できない場合があります。

第５条（利用時間）
加入者が本サービスを利用できる時間に制限はありませんが、本サービ
ス用設備の保守その他やむを得ない事由が生じたときは、本サービスを
利用できない場合があります。

第３章　加入申込
第６条（加入申込の単位）

加入者は、楽ナビ Lite １台ごとに本サービスへの加入申込を行うものと
します。

第７条（加入申込）
１． 本サービスへの加入希望者は、本約款の内容を承認の上、所定の手続きに従っ

て当社に加入申込を行うものとします。加入申込にあたっては、氏名、住所、
連絡先、その他所定の事項を当社に届け出るものとします。

２． 当社は、加入希望者が次のいずれかに該当すると判断した場合、本サービス
への加入申込を拒絶することができます。

（１） 当社に届け出た事項に虚偽または誤りがあった場合。
（２） 第１６条の規定に違反するおそれがあると認められる相当な事由がある場合。
（３） 過去に第１３条の規定により、加入者としての資格を取り消されている場合。
（４） 未成年者等行為能力のない者であって、申込にあたり法定代理人等の同意を

得ていない場合。
（５） 加入の対象となる楽ナビ Lite が盗品等、犯罪行為に関係するものであると合

理的に推測できる場合。
（６） その他、当社の業務の遂行上著しい支障が生じる場合。
３． 第１項の加入申込を完了した加入者は、所定の利用方法に従って、本サービ

スを利用することができます。

第８条（ニックネーム・パスワード）
１． 加入者は、前条第１項の加入申込時に、ニックネーム及びパスワードを登録

します。ニックネームとは、加入者が本サービスを利用し、あるいは本サー
ビスに関する各種手続きを行う際に必要となる、加入者に固有の名称をいい
ます。

２． 加入者は、ニックネーム及びパスワードを自己の責任において管理するもの
とし、ニックネーム及びパスワードを使用した自己または第三者の行為につ
いて全ての責任を負うものとします。

第４章　有料サービス
第９条（有料サービスの申込）

１． 第７条第１項の加入申込を完了した加入者は、所定の手続きに従って、本サー
ビスのうち、有料で提供されるサービス（以下「有料サービス」といいます）
の利用を当社に申込むことができます。

２． 当社は、有料サービスの利用を申込んだ加入者が次のいずれかに該当すると
判断した場合、有料サービスの利用申込を拒絶することができるものとしま
す。

（１） 第７条第２項各号のいずれかに該当した場合。
（２） クレジットカード会社よりカード無効の通知を受けた場合。

第１０条（利用料金）
１． 有料サービスの利用料金（以下「利用料金」といいます）は、各サービスごとに、

別途定めるとおりとします。
２． 加入者は、継続的な利用料金の支払が必要な有料サービス（以下「継続有料サー

ビス」といいます）のうち、当社が特に認めるものについては、当社が定め
るところに従い、一定期間における利用料金を一括して前払いすることがで
きるものとします。

第１１条（支払方法）
１． 有料サービスの加入者は、当社が定めるところに従い、次のいずれかの方法

により利用料金を前払いするものとします。
（１） 当社が承認したクレジットカードによる支払い。
（２） 三菱ＵＦＪニコス株式会社の電子マネーによる支払い。
２． 前項第２号の支払方法を希望する加入者は、別途当社及び三菱ＵＦＪニコス

株式会社が定める「電子マネー利用規約」の規定に従い、電子マネーの利用
申込を行うものとします。

第１２条（利用料金の改定）
当社は、加入者に対する１ヶ月前までの通知により、利用料金を改定す
ることができるものとします。

第１３条（継続有料サービスの利用中止）
継続有料サービスを利用する加入者は、所定の手続きにより、その利用
を中止することができます。

第１４条（利用料金の不返還）
当社は、いかなる場合であっても、加入者から受領した利用料金（第
１０条第２項により、加入者が前払いした継続有料サービスの利用料金
を含みます）を一切返還しないものとし、加入者は予めこれを承諾する
ものとします。

第５章　加入者の諸義務・当社の免責
第１５条（変更の届け出）

加入者は、クレジットカード番号、住所、連絡先その他当社に届け出た
事項に変更が生じた場合、またはクレジットカードが失効した場合、所
定の手続きに従って、速やかに当社に届け出るものとします。

第１６条（禁止事項）
加入者は、本サービスの利用にあたって、次の行為を行ってはならない
ものとします。

（１） 当社または第三者が保有する権利を侵害する行為、または侵害するおそれの
ある行為。

（２） 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそ
れのある行為。

（３） 他の加入者その他第三者のプライバシーを侵害する行為。
（４） 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反

する情報を他の加入者その他第三者に提供する行為。
（５） 法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
（６） 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
（７） 本サービスの運営を妨げる行為。
（８） その他、当社が不適切と判断する行為。

第１７条（著作権）
本サービスにより加入者に提供されるコンテンツに関する著作権は、当
社またはその他の権利者に帰属します。加入者は、いかなる形式におい
ても、本サービスにより提供されるコンテンツの全部または一部を複製、
改変、公衆送信等してはならないものとします。

第１８条（当社の免責）
１． 当社は、本サービスにより加入者に提供される全ての情報に関し、正確性、

完全性、有用性、特定目的への合致等について、何等の保証をするものでは
ありません。

２． 当社は、理由のいかんを問わず、本サービスを利用または利用できなかった
ことに起因して加入者及び第三者に生じたいかなる損害についても、一切責
任を負わないものとします。

第６章　利用の終了
第１９条（退　会）

１． 加入者は、所定の手続きを行うことにより、本サービスから退会することが
できます。

２． 加入者は、楽ナビ Lite を第三者に譲渡し、あるいは廃棄等する場合には、所
定の手続きを行い、本サービスから退会しなければなりません。

第２０条（提供停止、資格取消）
当社は、加入者が次のいずれかに該当したときは、何等の通知催告を要
せず、その加入者に対する本サービスの提供を停止し、加入者としての
資格を取り消すことができるものとします。

（１） 本約款、個別のサービス約款または「電子マネー利用規約」に違反した場合。
（２） 当社に届け出た事項が虚偽であった場合。
（３） クレジットカード会社等より、加入者のカード無効、売上否認等の通知がな

された場合。
（４） 利用料金の支払を怠りまたは遅延した場合。
（５） その他財産状態・信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる

相当な事由がある場合。

第７章　その他
第２１条（個人情報の取扱い）

１． 当社は、本サービスの利用に関連して知り得た加入者の個人情報については、
個人情報保護関係法規及びパイオニアグループの個人情報管理規程に従い厳
重に管理し、取り扱います。

２． 前項にかかわらず、当社は、本サービスの提供のために必要な範囲で、加入
者の個人情報をパイオニア株式会社及びパイオニアグループ会社並びに利用
料金の決済を行う金融機関に開示することができるものとします。また、裁
判所や警察等の公的機関から法律に基づく正式な照会を受けた場合は、加入
者の個人情報を当該公的機関に提供できるものとします。

３． 加入者は、前項につき予め承諾するものとします。

第２２条（権利義務の譲渡禁止）
加入者は、本約款に基づき本サービスを利用する権利その他の権利及び
義務を、第三者に譲渡または移転してはならないものとします。

第２３条（個別のサービス約款）
本サービスのうち、当社が特に指定するものについては、別途定める個
別のサービス約款が本約款に優先して適用されるものとします。

第２４条（本約款の改定）
本約款及び個別のサービス約款は、加入者の承諾なしに変更される場合
があります。この場合、加入者は、変更後の本約款及び個別のサービス
約款の適用を受けるものとします。

第２５条（準拠法・合意管轄）
１． 本約款に関する準拠法は日本法とします。
２． 加入者と当社との間で生じた本サービスの利用に関する紛争については、東

京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以　上

付　則
『スマートループ』に関する利用規定

１．目　的
『スマートループ』は、パイオニア販売株式会社（以下「当社」といいま
す）が、パイオニア製カーナビゲーション「楽ナビ Lite（※１）」に蓄積
されたプローブ情報（※２）を収集し、これを利用して作成する道路交
通情報をユーザーに還元することを目的としたシステムです。
※１： 『スマートループ』を利用できる楽ナビ Lite の機種は、楽ナビ Lite 専用ホー

ムページ（ＵＲＬ：http://pioneer.jp/carrozzeria/rakunavi-lite/）に記
載しています。

※２： プローブ情報とは、走行履歴と走行速度のデータをいいます。

２．携帯電話機等の用意
『スマートループ』の利用者は、Bluetooth 機能を内蔵した携帯電話機ま
たは楽ナビ Lite 専用のデータ通信モジュール（以下「データ通信モジュー
ル」といいます）（※３）を自己の責任と費用において用意するとともに、
データ通信回線の利用料その他通信事業者に対する料金を支払うものと
します。
※３： 接続可能な Bluetooth 機能を内蔵した携帯電話機及びデータ通信モジュー

ルの詳細は、楽ナビ Lite 専用ホームページ（ＵＲＬ：http://pioneer.jp/
carrozzeria/rakunavi-lite/）に記載しています。

３．利用登録
（１） 『スマートループ』の利用登録を希望する楽ナビ Lite ユーザーは、本規定及

び「「楽ナビ Lite」サービス基本約款」（以下「基本約款」といいます）の内
容を確認の上、所定の手続きに従って利用登録を行ってください。

（２） 利用登録にあたっては、利用期間（３ヵ月間、６ヵ月間、１２ヵ月間のいずれか）
を選択してください。利用期間が満了すると登録が抹消されますので、再登
録を希望する場合には、あらためて利用登録を行ってください。なお、加入
者は、再登録時にも、初回の加入申込時に登録したニックネーム及びパスワー
ドを継続使用することができます。

（３） 『スマートループ』の利用登録をした楽ナビ Lite ユーザー（以下「加入者」
といいます）は、所定の手続きに従って利用登録の抹消及び利用期間の変更
ができます。

４．プローブ情報の送信
（１） 『スマートループ』でのプローブ情報の送信方法には、次の２種類があります。
①『蓄積型プローブ』
 加入者がインターネットに接続しているパソコンに楽ナビ Lite に登録された

ＳＤカードを挿入し、インストール済みのＰＣソフトを起動すると、そのた
びに自動的にＳＤカード内に蓄積されたプローブ情報が専用サーバーに送信
されます。

②『リアルタイムプローブ』
 加入者が楽ナビ Lite を起動中、一定時間ごとに自動的にプローブ情報（※４）

が専用サーバーに送信されます。
（２） 加入者は、楽ナビ Lite の「プローブ情報送信」モードを設定することで、プロー

ブ情報送信の可否を選択することができます。
（３） プローブ情報の送信にあたっては、加入者がデータ通信回線の利用料その他

通信事業者に対する料金を負担するものとします。
※４： 『リアルタイムプローブ』で送信されるプローブ情報は、走行履歴データ（走

行履歴と走行速度のデータ）のみです。

５．『スマートループ渋滞情報』の配信
楽ナビ Lite の「プローブ情報送信」の設定が送信可能になっている場合
には、プローブ情報が専用サーバーに送信されると同時に、専用サーバー
から楽ナビ Lite に『スマートループ渋滞情報』（※５）が配信されます。
※５： 『スマートループ渋滞情報』とは、①加入者から提供されたＶＩＣＳエリア

外の過去１時間のプローブ情報、②加入者から提供された『リアルタイム
プローブ』及び『蓄積型プローブ』によって毎日更新されるＶＩＣＳエリ
ア外の過去９０日間のプローブ情報、③ＶＩＣＳセンターより提供された
より広範囲なＶＩＣＳ情報（オンデマンドＶＩＣＳ）のそれぞれの情報を
統計処理し最適化した渋滞情報であり、提供時点において実際に発生して
いる渋滞の情報そのものではありません。

６．利用条件
『リアルタイムプローブ』によるプローブ情報の送信中や『スマートルー
プ渋滞情報』の受信中は、楽ナビ Lite に接続した携帯電話機による通話
及びＥメールの送受信はできません。また、楽ナビ Lite に接続する携帯
電話機の機種によっては、『リアルタイムプローブ』によるプローブ情報
の送信中や『スマートループ渋滞情報』の受信中に電話を着信したときに、
プローブ情報や『スマートループ渋滞情報』を送受信できないことがあ
ります。

７．プライバシー情報・個人情報
加入者が『スマートループ』により当社に提供するプローブ情報には、
加入者のプライバシーにかかわる走行履歴データが含まれます。

８．プローブ情報の利用方法・目的
（１） 当社は、加入者から提供されたプローブ情報を、パイオニアグループ会社に

提供します。
（２） パイオニアグループ会社では、プローブ情報及びプローブ情報に基づき作成

した統計データ（※６）を次の目的に利用します。
① 上記１．（２）に記載するデータを含む各種の道路交通情報及び地図データの

作成
② パイオニア製カーナビゲーションのユーザーに対する道路交通情報及び地図

データの提供
③ カーナビゲーション製品及びプローブ情報に関する研究・開発
④ その他プローブ情報に関連する事業の遂行

（３） パイオニアグループ会社は、上記（２）の目的及び第三者が遂行するプロー
ブ情報に関連する事業のために、プローブ情報及びプローブ情報に基づき作
成した統計データを第三者に提供することがあります。なお、プローブ情報
を第三者に提供する場合は、個人を特定できない形式で提供します。

※６： 統計データは個人を特定出来ない形式で作成します。

９．その他
本規定に定めのない事項は、基本約款の定めが適用されます。

以　上
２００９年１０月　施行


